
甜

ゎくb

村

上

秀

H

K
u
r良

∵

橋
.
諭
.
義

弟
一

巻

弟
五

兢

南
淡

及
商
親
権
に
･

裁
て

商
壌

H

呂
筐
島
→

ロ

ぞ
ロ
○

日
C

O

m
2
巧
乱
由
-

こ
ぷ
d
①

ロ
p

日
①

の

譲
儲
は

可
能
を

ら
や

､

.
譲
渡
し

得
可

き

も
の

と
せ

ば

其
償
件
如

何
､

商
境
は

螢
業
と
離
れ

て

畢

燭
に

譲
渡
し

得
可

き

や

又

南
淡
の

譲
渡
上

は

如

何
を

る

意
味
を

る

や
｡

.

.

凡

そ

此

等
の

問
題
は

主

と

⊥

て

南
淡
の

本
質
如

何
に

繋
る

の

で

商
境
譲
渡
の

問

題
(

他
日

研
究
を

螢

表
す
る

漁
定
)

を

解
明
す
る

に

必

要
を

る

限
度
に

於
て

､

先
以
て

商
境
の

意
義
及
性
質
を

攻
録
す
る

こ

と
ゝ

す
る

｡

■

商

家

の

歴

史

南
淡
松
商
人
の

名
稀

ウ
①

1

苅

芦
計

-

昌
p

臼
①

d

悪

内

岩
竹

日
野
ロ
ロ

で

あ
る

か

ら

商
業
な

き

所
商

襲
教

生
の

餃
地

は

な

い
｡

二

驚
嘆
す
可

き
法
律
制
度
の

完
備
し

た

る
■
ロ

ー

ー
マ

法

に

於
て

侍
且

商
戟
制
度
の

痕
跡

を

忍
む

る

こ

と

が

出
家

を
い

｡

商
壊
に

個
人

商
壊
倉
敢

商
壊
と

あ

ら
､

港

人

売

る

曾
鞋
は

商
壌
が

自

他
を

直
別

す
る

唯
一

の

凛
識
で

あ
る

か

ら
､

之

な

ゎ

ー

ト

ト

†

†

ト

.

か

.
≠

恥

卜

丁

.

や

即

｢

鞍

廿

.
卜

.卜

∵

■
脚

｢

■

心

才



汁

J

."

叫

†

ヤ

+

叫

心

q

†

.

や

叶

､

J

サ

イ

+

∃

く
し

て

合
歓
の

存
立

を

憩
優
し

得
ら
れ

ぬ

も
の

で

あ
る

が
､

傭
人
た

る

蔵
人
に

於
て

も
､

一

般
的
生
活
よ

ら
経
れ

た

る

商
業
的
活
動
に

封
し

て
､

自
己

を

表

徴
し

他
と

直
別

す
る

標
的
を

設
く
る

は
､

稀
呼

に

優

翠
る

の

み
を

ら

ず
､

恒
久
的

信
用
聾
債
維
持
の

利
が

あ
る

｡

殊
に

十
八

世
紀
以
凍

(

初
め

は

子

孫

及
寡
婦
に
)

商
壊
譲
渡
の

忍
め

ら

る

る

に

至

ら
､

商
人
の

責
任
観
念
の

強

化
､

計
量
的
瞥
利
追
及
に

資
す
る

乙

と

と

を

ら
､

企

業
教

展
を

助
長
す
る

に

至
つ

た

の

で

あ
る

(

呂
E
】

巧

出
記
b

琵
F

】

H
一

声

N

宅
①

ぎ
e

A
已

】

.

狩

00

研
)

｡

斯
の

如

く
､

南
淡
が

古

代
に

於

て
粛
芽
だ

に

を

か

つ

溌

の

は
､

別

段
の

理

由
が

あ

つ

た

の

で

は

畝
い

｡

､

商
髄
は

近

代

政
引
社
食
に

於
て

こ

そ

保
護
に

伍
す
る

重
要
の

籠
益
で

あ
れ

､

商
業
を

き

舌

代
に

於
て

は
､

其
必

要

が

艶
め

ら
れ

を

か

つ

た

食
め

で

あ
る

｡

オ

ル

ス

■
ハ

ク

ゼ

ン

は
エ

ー

タ

ン

グ

の

畠
有
意
息
論
の
一

句
･

冒
弘

一

已
寛
①

誓
i

■監

d
①
1

F

各
署
昌

d

象

R
①

邑
町

■

を
引
用
t

て

商
壊
赤
此

例
に

外
を

ら
ぬ

と
断
じ

て

居
る

(

つ
F
e

O

き
【

○
】

賢
芸
淫
ロ
ー

せ

監

宕
ユ

邑
邑
若

君
四

ぎ
ヨ
e

2

墨
U

F

罫

書

牢

句
i

l

ヨ
芦
→

宵
F
叶

･

声

-

心

)

｡

■

さ

れ

ば

南
淡
の

起
源
は

､

欧
洲
中
世
漸
く
商
業
の

螢

達

す
各

に

徒
て

､

督
葉
上

自
他
計

直
別

す
る

食
め

に

商
人
記

艶

-
各
日
仁

m

2

害
㌢

す
喜
ロ

､

村
野

仁

ぎ
ぎ
ロ

訂

旨
①

E
鴛
打
¢

を

用
.以

或
は

商
品
の

標
章
に

或
は

署
名
玖

代
用
に

又

は

署
名
に

併
記

し
た

る

に

飴
曾
る

(

官
F

謁

阜

冒
F
b

邑
や

田
R
･

冨
○

搾

琶
)

｡

ヨ
コ
F
p

の

文

字

も
中
也
伊
太
利
の

苧
目

蓋
に

出
づ

描

与
芸

ふ
｡

前
者
は

螢

蓬

し
て

商
標
と
を

ら
､

後
者

は

其
僅
南
淡
へ

進
展
せ

サ

し

三
時
摩
耗
し

､

其
後
組
合
又

は

合
歓

6 5 9

南
淡

及

商
浜

樺
に

裁
て



一

t
こ
U

一

橋

論

叢

帝
一

巻

■
第
五

鍍

組
織
の

塵
生
す
る
■
に

及
.

び
､

英
名
稀
を
必

要
と
す
る

廟
係
上
■､

由
合
(

合
敢
)

記

戟

若
戸

邑
㌧

芸
C

㌣

甘

辛
〔

訂
{

昔
已
邑

･

■･

■‥

由
▲

一
′

0

菅
笠
㌃
F
①

F

と
し

て

浮
び

上

ら
､

哀
で

個
人
商
人

に

も

督
業
的
聾
債
維
持
の

烏
め

止
忍
率

う
る
■
る

に

至
つ

た

も
の
■
で

あ

る
｡

.

右
沿

革
に

倖
以

､

彿
溝
系
英
港
系
多
数
立

沫

例
は

､

合
歓
商
魂
に

付
て

は

商
蕗
上

規
定
を

設
く
る

も
､

合
歓
及
個

人
に

通
す

る
一

般
的
規
定
･
を

設
■
く
る

は
､

燭
法
系
の

寧
ろ

少
数
の

国
々

で

あ

る
｡

我
商
法
は

素
よ

ら
後
者
に

属
す
る

勿

で

あ
る

が
､

我
国
維
新
前
迄
屋
壊
な

る

も
の

あ
ら

､

昔
時

は

苗
字
帯
刀
の

家
柄
は

格
別

､

庶
民
は

姓
氏
を

名
の

る

を

許

さ

れ

ぬ

故
螢
業
上

自
他
を

囁
別

す
る

鳥
め

に

用
ひ

ら
れ

充

も
の
■
で

､

勿
論
欧
洲
の

滴
戟
制
度
と

は

何
等
淵
源
の

共

通
性

は

孝

㌔
■

殊
に

合
敢
は

我
国
未
知
の

制
ま
で

あ

ら
､

従
て

合
敢
南
淡
に

付
て

は

全

然
輸
入

制
度
で

あ
る

が
+

個
人

商
壊

に

付
て

は

徒
凍
の

屋
戟
を

保
持
せ

し

む

る

必

要
上

､

異
音
原
則
を

犠
牲
に

し

て

多
分
の

異
色
を

帯
び

ざ
る

を

得
を

か

つ

た
｡

之
は

燭
奮
商
法

も
同
様
で

眞
安
原
別
に

数
個
の

例
外
を

設
け

､

賓
際
の

適
用
上

､

∴
石

原

則
は

有
名
鹿
茸
化
し

､

南

淡
名
義
者
に

何

等
¢
信
用
を

措
く

を

得
ざ

る

に

垂
ら

､

頼
局

幾
多
濫

用
の

弊
さ
へ

生
じ

借
用
取

引
を
破
壊
に

導
く

と

七

て

改
正
が

議
せ

ら
れ

現

行
商
法

に

至
つ

究

め
で

あ

る
｡

(

｡

賢

者
出

打
者
う

嘉

宍
戸

H
･

巴
卓
胃

す
｡

竺
打

点
叫

声

≡
"
)

｡

商

故

の

意

義

商
兢
は

商
人
が

督
業
上

. i

ロ

野
獣
F

巨
g

N

喜
ロ

n

箋
寛
b

各
る

告
｡

ケ

邑
己
を

表

示
す
頒
名
稀
で

あ

る
｡

燭
商
法

第
十

七

條
は

商
戟
の

足
義

漕
g

エ

善
悪
已

臼

湾
屈

を

掲
ぐ

｡

即
ち
商
我
と

は

商
人
が

之

を

以
て

商
取

引
を

為
し

且

署
名

山

ト

P

ト

†

サ
.

.
卜

叶
.

仏

仲

‥
Y

†

.

や

耕

｢

t

I



◆

一

1

吋

寸

や
｡

+

叫
.

心
.

嘲

｡

.

←

｡

小

竹

､

J

可

+

∃

を

為
す
名
稀
な

ら
■､

前
述

定
義
と
同

趣
旨
で

､

之

を

要
約
す
れ

ば

南
淡
は

商
人
の

兵
科

口

旨
d

宗
旨

宮
中

冨

内

呂
丁

巨
岩
ロ

と
い

ふ
■

に

蹄
す

｡

■

商
壊
は

権
利
主
鰹

R

各
F

訂

岩
よ
①

軒
{

の

名
稀
と

云

ふ
こ

と

は

出
家

各

が

権
利
主
渡
英
物
で
･

は

な
い

(

署
打

｡

ぎ

昏
昏
b
e

毒
口

申

占
･

坪

山

謡
)

て

沓
業
活

動
中
把

於
け

る

権
利
主
恩
を

指
解
す
る

を
の

で

あ
■

る
?

要
す

冬

に

商
戟
は

其
基
礎
と

し

て

主
観
的
に

は

商
人

岩

音
雷
諾
n
.

警
訂
首
巴

客
観
的
に

は

螢
業
○

書
町
訂

吉
日
一

警
訂
首

邑

の

二

要
素
の

密
接

離
る

可

か

ら

ざ
る

も
の

で
､

螢
菓
を

贋
止

し

又

ば
持
主

た

る

商
人
の

死

亡

に

ょ

ヶ
商
境
も
基

礎
を

失
ふ

.
こ

上
ゝ

な

る
｡

曜
個
人
商
人

に

於
て

相
績
人
が

督
莱
を

櫨
積
す
る

場
合

､

又

合
敢

に

於
て

解
散
後
清
算
結
了
迄
■

は

商

琴

も
滑
滅
せ

ぬ

の

で

あ
る

｡

一

､

商

壌
は

名
稀
な

ら
｡

:

商
戟
は

名
斡
で

あ

う
て

固
形

､

記

戟
で

は

を
い

｡

螢
業
療
又

は

商
標
等
と

直
別

せ

ら

る

ゝ

獣
で

あ
る

｡

又

名
将
で

あ

る

か

ら
､

螢
孟

昆
依

皇
孟
閃

上

識
別

し

得
ら
る

～

の

み

を

ら
サ

ー

文

書
上

識
別

し

得
ら
れ

ね
ば

を

ら
ぬ

｡

即
ち
螢

管
し

得
べ

き

文

字
を

以
て

成
立

つ

も
の

と
解
す

｡

但
英
文

字

に
一

定
の

意
義
あ
る

こ

と

を

必

要
と

せ

ぬ
｡

英
文

字
は

我
圃
公

忍
の

漢
字
又

は

慣
名
文

字
に

依
る

可

き

も
打

と
を

す
を

蛮
骨
と

す
る

｡

ロ

ー
マ

字
の

如

き

現
今
に

於
て

世
界
共

通
の

文

字
と

し

て

許
さ

れ

て

差
支
な

き

相
で

あ

る

が
､

象
形
文

字

と

琴
青

文

字
と

蔵

本
的

構
畠
を

異
に

し

我
画

一

般
通
用
の

も

の

で

を

く
､

登
記

登
録
等
の

安
原
と
も
相
容
れ

ぬ

故
凍
る

こ

と

が

出
家
ぬ

(

阜
A
･

冒
阜
臼
R
･

甲

-

ワ
:

…

○
｡

斯
の

如

く

駈

外
囲
文

字
は

不

可

で

あ
る

が
■
外
囲

語
た

る

こ

と

は

敢
て

差
支
な
い

｡

…
-

グ

ラ

ン

ド

と

云

ふ

が

如

し
｡

燭
法
上

も
用

肋

商
畿
及

両
親

横
に

裁
て



∵

橋
■
浄

最

第
一

各

第
五

淡

路

由

塩
H

何
等
規
定
す
る

所
を

く
､

琴
曾

泰
阜
曾

で

は

海
逸

圃

雷
限

阜
可

し

と
の

琴
案
が

あ
つ

宗
茸
際
上
の

困

難
か

触

ら

採
用
さ

れ

凄
か

つ

た

と
い

ふ
｡

(

ぜ
一

合
ゴ
2
日

甲

-

野

ト
ロ

芦

ド

葛
)

商
法

帝
十

六

健
二

所

謂

其
･
他
ノ

名

解
ト

ハ

噴
カ

ニ

女
字
ヲ

以
テ

表
示

シ

得
可

キ

名

稗
ヲ

精

解
ス

ル

モ

ノ

ナ

ル

ヲ

以
テ

文

字
ト

シ

テ

撃
､

､

得
へ

カ

ラ

ザ

ル

符

鰊
ヲ

用
フ

ル

コ

ト

ヲ

得
ス

(

明
治
三

十

八

年

六

月
三

日

法

曹
骨
決

華
.

併
合
敢

種
類

堅
不

す
文

字

は

特
定
さ

れ

て

居
て

動
か

す
こ

と
は

出
家
を

い
｡

外
圃

語
の

何
々

カ

ン

パ

ニ

ー

又

は

痕
名

で

何
々

カ

ブ

.
シ

キ
.
カ

イ

シ

ヤ

何

れ

も
不

可

で

あ
■
る

｡

二
､

商
人
の

名
将
を

ヶ
｡

.

商
法
上

商
人
と

は

自
己
の

名
を

以
て

商
行
為
を

為
す
を

業
と
す
る

者
を

謂
ふ

｡

自
然
人
と
怯
人

と

を

問
は

ぬ
｡

商
人

に

葬
る

番
業
者

若
く

は
■
小
商
人

は

商
戟
を

用
ふ

る

樺
利
は

な
い

｡

小

商
人
の

用
ふ

る

屋
壊
其
他
螢
葉
上

の

名
稀
は

南
淡
を

る

や

否
､

商
第
八

僕
に

は

小

商
人
に

は

窺
戟
に

関
す
る

規
定

を

適
用
せ

ず

と

あ

る
■｡

右
は

小

商

人
の

用
ふ

る

南
淡
が

商
法
上

の

商
戟
を

う
や

否
や

を

言
明
し

狩
も
の

で

は

な

い
｡

そ

こ

で

蕎
論
を

生
ず

る
｡

之

を

商
戟
に

罪
サ

と
せ

ば
､

商
第
十
八

條
同
第
二

十
僕
等
を

適
用
し

龍
は

ぎ
る

不

都
合
を

生
ず

ベ

く
､

.

叉

若
し

之

を

適
用
す

れ

ば
一

見

第
八

條
切

明
文

と
抵

触
す
る

こ

と
ゝ

な

る
｡

哉
に

於
て

南

野
聖

一

様
の

意
義
に

解
し

第
二

十
候
不

正

競
寧
を

防
止

せ

ん

と

す
る

現
定
の

解
繹
等
に

常
ら
■

て

は

商
壊
を

廣
義
に

解
す
る

を

防
げ

ず

と

を

し

芹
山

博
士

商

革
艶

則

諭
､

敦

九

〇
)

或
は

絶
封
に

南
淡
■
売

る

を

否

卑
し

､

第
二

十
條
の

使
用
差
止

樺
は

商
戟
の

用
法

に

於
け

る

★

←

㌣

ト

†

汗
■

ト

ト

J

酔

ぃ

｢

′

ヽ

心
･

叶

r

■

ヒ
ル

巨
ヰ



◆

.1

叫

ヤ

†

ハ

叫

★

何

十
､

.

ヰ

汁

d

叫

り

叫

}

.

1
∴

丘

使
用
を

禁
止

す
る

こ

と

を

得
る

が

褒
め

に

し
て

慶
養
の

商
壊
た

る

が

褒
め

k
罪
す

と

し
(

竹
田

博
士

商
法

級

諭
三

こ

四

貢
)

或
は

之

を

商
戟
と

解
心

只

第
八

條
の

規
定
あ

る

が

故
に

小

商
人
の

商
戟
は

之

を

登
記

し

喜
用
榛
を

取

得
す
る

こ

七
を

得
ざ
る

も
の

と

す
(

猪
股

博
士

日

本

商

法

絶
静
ニ

ー

七

頁
)

｡

論
者

緒
論
を

異
に

す
る

も
小

商
人
の

螢
葉
上

の

名
稀
に

勤
し

第
十
八

候
第
二

十
僕
を

適
用
せ

ざ

る

可

か

ら

ざ

る

こ
■
と

に

付
て

は

全

部
意
見

一

致
す
る

を

見
る

｡

要
す
る

に

商
壊
を

る

が

故
に

督
然
第
十
八

候
第
二

十
條
等
の

制
限
に

服
し

､

只

第
八

候
の
■
明
文

あ

る

鳥
め

に

第
十
九

懐
登
記

に

よ

る

商
戟
専
用
棟
を

取

得
し

得
サ

と
す
る

と
､

商
戟
を

ら

ざ

る

が

故

に

登
記

に

よ

み

商
戟
専
用
構
を

取

得
し

得
ら

れ

ざ
る

は

勿
論

､

第
十
八

條
第
二

十
傑
も
南
淡
横
着

の

棒
利
尊
重

､

一

般

政
締
の

必

要
上

(

小

商
人

の

所
謂
南
淡
が

商
壊
た

る

理

由

に

依
る

に

非
サ
)

適
用
す
る

に

過
ぎ
サ

と
を

す
と
の

差
異
と

見
る

こ

と

を
得

､

結
局
多
く
用
帯
の

寧
を

出
で

ざ

る

も

の

の

壕
で

深
く

論
ず

る

茸
益

は

な

い
｡

因
に

小

商
人
(

及
罪
商
人
)

の

南
淡
を

商
業
登
記

簿
に

登
記

し
た

る

場
合
第
三

者

の

保
護
に

付
海
商
第
五

候
に

特
別

規

定
が

あ

る
や

次

紅

営
業
を

目
的
と
す
る

敵
国
に

し

て

商
行
為
を

為
す
を

業
と

せ

ざ

る

所
謂
■
民
事
倉
敢

(

法

典
上

の

用
語
に

非
サ
)

に

は

商
事
曾
敢
の

規
定
を

準
用
せ

ら

れ

(

民

第
三

五

條
二

彗

合
歓
(

商
事
合
歓
)

と

看
倣
さ

れ

る

(

商
第
四

二

條
二

項
)

｡

併

進
ん

で

商
人
を

る

や

否
や

は

規
定
を

く
論
寧
の

あ
つ

ね

所
で

あ
る

が
､

南
淡
規
定
に

閲
す
る

限
ら
適
用
あ

る

可

き

は

疑

57

間
の

徐
地
が

な

い
｡

改
正

商
法

第
四

條
は

商
行
為
を

為
す

を

業
と

せ

ざ

る

或
種
の

螢
業
者

及
前
述
民
事
合
歓
を

商
人

と

6 6 3

商
波
及

商
坂

橙
に

裁
て



一

.
橋

諭
.
叢

俸
一

巻

俸
五

兢

鵜

看
徹
す
こ

と
に

よ

ぅ
無
用
の

寧
を

絶
つ

舟

は

機
宜
の

■
廃
置
で

あ
ら
チ

｡

.

商
人

は

商
壊
せ

必

要
と

す
る

や
｡

■
合
歓
は

商
壊
の

外
氏
名
を

特
売

ぬ

の

で

勿
論
積
極
抵
解
す

可

き

も
め
■
で

あ

る

が
､

個
人
た

る

商
人
は

如

何
､

我
商
法

上

別

に

南
淡
使
用
を

強

要
し

て

居
ら
ぬ
?

商
第
十
六

僕
は

商
人

は

自
己
の

氏
名
を

以

て

南
淡
と
鳥
す
こ

と

を
得
る

を
の

と
規
定
す

｡

然
ら
ば

商
人

が

別

段
の

南
淡
を

選

定
せ

ざ

る

場
合

､

南
淡
な

し

と

見
る

可
き
か

､

其
氏
名
が

同
時

に

商
戟
と

見
る

可
き

も
の

を

る

争
､

外
観
上

直
別
が

つ

か

ぬ

場
合
が

あ
る

が
､

唯
氏
名
を

南

淡
と

し

て

登
記

し

た

る

と

き

は
､

南
淡
と

し

て

特
別

の

保
護
を

受
け

判
然
氏
名
と

直
別

せ

ら
る

ゝ

こ

と
ゝ
■

を

る
｡

商
人
は

商
人

資
格
を

生
ぜ

ざ
る

前
略
商
磯
を

有
す

る

こ

と

の

出
家

ぬ

は

督
然
で

あ
る

が
､
‥

敢
て

開
業
を

待
つ

の

要
は

な
い

｡

官
慮
届
出
は

勿
論
智
美
許
可

の

如

き

む
､

公

法

上

の

軒
題
で

あ
つ

で
､

■
商
人
資
格
の

養

生
に

は

原
則
上

無
圃
係

で

あ

る
. ｡

さ

れ

ば

萄
も

営
業
開
始
の

目
的
で

以
て

諸
般
の

準
備
を

な

す
と

き
は

共
時

既
に

商
人

売

る

要
件
具

は

ら
商
戟

を

有
し

得
る

も

の

で

あ
る

｡

判

例

帝
渡
ハ

商
人
′

螢
葉
上
ノ

名

稀
デ

ル

ヲ

以
テ

南
淡
ノ

成

立

三
昏
業
ノ

存

在
ヲ
･
嵐
毘
ト

ス

但

螢
業
ハ

必
=ス
占
モ

其
全

局

面
二

於

テ

撃
-
展

開

セ

ル

コ

ト

ヲ

要
セ

ス

､

所
謂
替
柴
ノ

準
備
市

島
力

存

在
セ

ル

以

上

南
淡
モ

亦

撃
】

成
立

ス

ル

ヲ

妨
ケ

サ

ル

モ

ノ

寸

?
(

大

審
大

正

十
一

年
ク

第
二

五

九

戟

決

定

民

集
一

巻
七

一

入

頁
)

■

長
之

禽
敢
は

商
行
為
を

為
す
を

葉
上
す

る

層
約
を

以
で

設
遺

せ

ら

る
.
ゝ

も
の
.
で

､

.
成
立

と
同

時
に

商
人
た
′
ら

､

又

定

款
作
成
の

原
商
儀
を

定
め

ね

ば

な

ら
ぬ

)

6¢4

も

ト

レ

ト

寸

†
㍉

や

ネ

伊

}

㌣

.

や

軒

■■”

一

帖

サ

ト
∴
･
こ

細

ト

か

轟



J

J

イ

ー

サ
1

り

ノ

叩

∴
吋

句

り

†
一

｡

⊥
r

¢

1

∃
ヰ

商
境
は

商
人
の

螢
葉
上

の

名
辞
を

れ

ば

商
人

が

螢
業

を

贋
止

し
た

る

と

さ

骨
然
滑
滅
す
る

｡

異
る

商
壌
の

下

に

数
個

¢

淘
立
替
菜

を

螢
む

と

き
､

(

之

が

可

瀾

な
る
･
｡

と

に

付

冒
打
｡

5
.

夢
昌
n

官

鳩
#
甲

H
I
㌧

弊

柑

き
夢
各
A

岩
戸

N
･

苫
.

甲

-

ご

一

層
業

を

瀞
止

す
れ

■
ば

其
螢
漂

の

商
壊
丈

け

滑
滅
す

｡

同
一

商
壊
の

下

に

数
個
の

営
業
を

螢
む

場
合

一

螢
業
の

贋
止

は
■
業
務
範

囲
め

締
限
を

倖
ふ

太

け

で

あ

る

ぶ
､

登
記

に

因
ら
て

生
ず

る

商
壊
権
は

凡

て

廟
壊
が

纏
足
種
類
の

螢
業
に

仲
春
す
る

瀾

係
上

必

療
登
記
の

塵
吏
を

生
ず

る

.
(

非

語

法

第
一

六

〇

傑
多

層
)

｡

然
ら

ば

督
業
種
類
を

舜
更
し
た

る

と

さ

ば

如

何
lと

い

ふ

に

該
特
定
営
業
の

蔑
め

に

存
す
る

南
淡
は

一

旦

滑
滅
に

廃
す

と

断
ぜ

､
ざ

る

を

膚
な

い
｡

次

に

商
人

英
人
に

麹
吏
な

く
七

て

其
氏
名
の

襲
更
あ

り
売

る

と

き

は

堅
剛

の

腐
戟
は

其
偉
穂
積
さ

る

可

き

こ

と

ば

海
商
二

十
一

條
の

明
文
を

待
た

す
し
■
て

普
然
で

盾
ら

う
｡

､

商
人
の

死

亡

は

必
し

も

脅
業
の

靡
止

と

な

ら

ぬ
､

相
頗
人
が

督
業

を

穂
積
す
る

場
合
は

商
墟
も
冶
席
す
る

こ
.
七
ゝ

を

る
｡

商
人
が

整
理

欺
龍
に

入

渇

も
商
人
資
格
に

影
響
は

を

い

が
､

一

旦

破
産
す
る

と

財

圃
の

管
理

虚
分
は

一

に

破
産
管

財
人
の

手
に

移
る

の

で

疑
議
の

あ

る

所
で

あ

る
｡

商
人

は

併
破
産
財
園
以
外
に

財

産

せ
有
し

得
可

く
､

又

商
業
は

必

ず

し

も
財

産
所
有

登
別

軽
要
件
と

す
る

繹
で

は

を

い

か

ら

督
然
資
格
を

失

ふ

も
の

に

非
ず

と

解
す

る
｡

倉
敢
は

種
々

の

事

由
に

ょ

ら
解
散
す
る

が
(

商
七

四

僚
)

解
散
に

ょ

ら
て

直
に

法

人

格
の

滑
滅
す
る

も
の

で

は

を
い

｡

清
算
の

目
的
の

範
囲
内

に

於
て

存
漬
し

破
産
の

場
合
赤
枝
産
の

目
鈎
の

範
囲
内
に

於
て

存
意
す

(

破

産
瀧

弟
四

億
)

■
る

か

ら
商
凄
も
亦
之

と
運

命
を

舶

｢

に

す
る

も
■

の

と

解
す
る

｡

商
髄

及

商
旗

濯
に

裁
て

も6 5



什
)

爪
n
U

∵

嘩

論

義

解
一

巻

第
五

汲

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

.

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

三
､

督
葉
上
の

名
稀
で

あ

る

帥
ち
螢
業
上

の

名
稀
で

あ
つ

て

督
業
の

名
稀
で

は

な

い
｡

之

を

例
へ

ば

文
士

が

雅
壊
を

用
ふ

る

も
二

重
に

人
格
を

生
ぜ

ざ
る

如

く
､

督
業
に

特
殊
の

名
移
せ

用
ふ

る

も

螢
業
毎

に

商
人
と
別

個
の

人
格
を

生
す

る
■
も
の

で

は

を
い

｡

淘
最
高
商
事
裁
判
所
の

判
決
も

声
①

F
①

ユ
¢
叫

R

票
E
2
g
の

打
{

ロ
¢

訂
n

戸

学

監
等
【

d
①

m

内
野
∈

辞
ロ
き
ロ
n

と

云

つ

て

居
る
･
(

曾
-

d

墓
呂
甲

-

ヾ
､

♭

ら

声
-

･

-

責
｡
-

賀
d

河
戸

H
､

弊

-

讃
)

｡

商
人
は

督
業
取
引
上

商
戟
を

用
ひ

得
る

に

止

せ

ら
商
戟
を
用
以

ね

ば
.
な

ら
ぬ

轟
で

は

を
い

管
賢

邑
監

p

訂
1

ロ
i

已
レ
オ

言
品
認

許
H
訂

訂
P

又

或
商
行
為
に

は

南
淡
を

以
て

し

或
商
行
為
に

は

氏
名
を

以
て

す
る

も
ー

向

差
支
な
い

｡

商
畿
を

有
す
る

に

不

拘
氏
名
･
に

依
ら
取

引
す
る

も

共
有
敦
を

る

こ

と

は

勿
論

､

之
が

褒
め

に

商
取

引
上

の

辱
畝

に

密
接
カ
を

奮

は

る

＼
次

第
で

も
な
い

(

曾
-

き
″

野

呂
甲

G

古
口

芦
-

･

日
野

声

望
F
軒
｡

莞
"

ふ
+
→

+
H
H
･

b

M

て

侍
私
法
上

の

衆
力
簡
題
と
し

て

は
､

登
記

し
た

る

南
淡
溌

る

と

登

記

前
の

商
競
売

る

と
､

南
淡

. の

正

し

き

使
用
な

る

と

否
と

､

又
一

般
に

商
戟
使
用
資
格
な

き

老
若
く
は

嘗
該
商
戟
使
用

資
格
を

う

居

の

使
用
た

る

と
否
と

ぬ
影
響
な

き

が
･

常
で

あ
る

｡

要
は

何
人
の

意
思

に

基
く

行

為
た

る

か

が

分
る

こ

と

が

必

要
に

し
七

充
分
で
▼
あ

る
｡

さ

れ

ば

要
式
行
危
及

事
績
法
上

或
制
約
を

受
く
る

場
合
は

別

と

し

て
､

南
淡
の

略
戟
若
く

は

不

正

確
な

る

使
用
で

も
行
為
の

数
力
上

影
響
は

な
い

｡

例
へ

ば

横
潰
正

金
銀
行
の

代
ら
に

正

金
と
い

ふ

が

如

し
(

宗
旨
笥
口

邑
頂

旨
弓
洞

甲

-

叫

+
･

■
班

･

笥
､

夢
村
｡

書

…
･

P

〇
･

)

諾
打
｡

F

賢
e

旨

毒
冒
口
町

彗
e

｡

併
略
戟
は

蓼
則
で

あ
つ

て

殊
に

随
時
儀
意
的
に

省
略
し

て

別

真
南
競
の

外
観
を

作

壊
し

世
人

を

欺
瞞
す
る

手
段
と
を

す
こ

と
の

不

督
を

る

は

言
を

保
た

ぬ

(

堅
打

阜
ト
｡

巨

-
･

N

｡

甲

-

叫
)

｡

以
上

の

理

由

は

6 6 6
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l
虫
じ

一
一

+

ウ

ド

ナ
1

.‥

叫

.
戦

句

い

丁

｡

叫

丸

∵

ヤ

.
■

∃
/:

手

形

貨
物
引
換
音
叉

は

船
荷
茸
券
の

如
さ

要
式
脊
券
に

付
て

も
必

ず

し

も

常
飲
ら

ぬ

渾
で

は

な
い

｡

如

何
に

軽
微
を

る

間
遠

､

省
略
で

も
直
に

詮
券
を

無
効
に

す
る

程
完
全

記

載
を

要
求
す
る

の

で

は

な

い
(

冒
F

星
n
･

R

首
ヨ
G

望

芸
ご

｡

只

要

式
澄
穿
た

る

性
質
上

嘗
尊
者
の

表

示
が

密
券
面

上

明
白
を

る

こ

と
が

必

要
で

あ
つ

て
､

官
尊
者
の

合
意
若
く

は

昔
尊
者

意
思

を

推
測
せ

し

む

る

に

足

る

事
情
の

存
在
を

以

て

之

を

補
ふ

こ

と

は

出
凍

を
い

(

¢
且

ぎ
告

-

甲

-

叫

古
n

声

=
H

I
･

班
.

雷
)

｡

例
へ

ば
､

商
畿
を

以
て

支
沸
人
に

指
示

せ

ら
れ

売

る

商
人
が

氏
名
を

以

て

引
受
を

を

す
が

如

き

無
数
で

あ

る

(

E
-

】

ゴ

苧

R

富

≡
漂

又

界
面
人
を

南
淡
を

以
て

表

示
す

る

も
手

形
上

の

権
利
義
務
を

教

生
せ

し

む

る

こ

と
を

得
を

い
､

但
手
形

の

外
観
に

故
く
る

所
な

き

以
上

手
形

白
腹
無
数
と
を

る

繹
で

は

を
い

(

責
e
】

賀
8

日

声

00
･

彗
(

モ

四
､

商
人
が

自
己

を

表

示
す
る

食
め

に

用
ふ
る

名
稀
を

ら
｡

商
人
が

螢
葉
上

の

取

引
に

付
自
己

を

表

示
す
る

食
め

に

用
ふ
る

名
稀
で

あ
る

｡

商
人

は

商
壊
を

用
弘

て

他
と
取

引
す

る

と
き

→

之
の

み

に

依
て

権
利
を

有
し

義
務
を

負
ふ

に

至

る
｡

氏
名
を

併
記

す

る

の

要
は

な
い

(

崇
ユ

合
戸

ぎ

£
+
叫

･

A
三
戸

=
)

｡

燭
商
第
十
七

條
は

u

富
ニ
①

2

已
①

q

已
2

･

芳
F

墓
各
g

各
-

と

特
に

断
つ

て

る

は

沿
革
上

の

理

由
に

過
ぎ

を

い
｡

･

我
商
法

も
同

一

に

解
す

可

き

こ

と

勿
論
で

､

■
南
淡
を

以
て

署
名
す
る

も

何
等
差
支
な
い

｡

判

例

商

法

第
五

二

五

條
ノ

約

束
手

形
三

振
出

入

著
名
ス

ル

コ

ト

ヲ

要
ス

ル

旨
/

規
定
ハ

必
ズ

シ

モ

其

氏
名
ノ

自

署
ヲ

要
ス

ル

モ

ノ

ト

解
ス

､

カ

ラ

ズ

其

商

教
ヲ

自

署
ス

ル

モ

赤

手
形
/

蛮

骨
ヲ

具

備
ス

.
ル

モ

ノ

ト

ス

(

大

審
大

正

三

年

(

オ
)

第
二

六

六

鱗

民

録
二

〇

輯
九
三

九

貢
)

■

何
倉
庫
置

穿
こ

於

ケ

ル

著
名
二

付

同
趣

旨

判
例

(

大

審
大
正

二

年

(

オ
)

第
五

入

六

哉

民

撃
三
稗
田
三

九

貫
)

商

儲
及

西
鶴

礪
に

裁
て

るb7



一

膝

論

策

昇
一

各

界
五

汲

紆

商
親
は

商
人
の

名
稀
で

螢
業
自
膿
に

付
し

た

る

名
稀

､

又

は

記

観

世
訂

邑
琶
口

邑
計
乱
｡

F
｡

⊆
品

已
･

n

害
F

㌣

■鵬

旨
旨
N

乱

臣
昌

又

は

商
品
の

同
一

性

堅
不

す
食
め

の

商
標

ゴ
已
①

m
宅
k

)

W
宅
昌
N

巴
已
-

昌

と
は

直
別
す
る

を

要
す
る

｡

又

商
人
が

積
極
的

に

自
己

を

表

彰
す

る

食
め

の

名
稀
で

他
人
が

便
宜

付
け

た

呼

名
綽
名
の

如

き

は

南
淡
で

は

な
い

｡

個

人
溌

る

と
曾
敢

売

る

と
を

問
は

ず

又

物

的
商
戟
た

る

場
合
と

雄
異
る

朗
は

な

い
｡

叉

個
人

商
人
の

場
合
私
用
財

産
と

離

れ

た

特
別
の

督
菜
財

産
を

る
.

も
の

を

構
成
す

る

も
の

で

は
.

な
い

｡

徒
て

商
人
に

勢
す
る

強
制
執
行
又

は

破
産
の

効
力
の

及
ぶ

を

防
止

す
る

褒
め

の

障
壁
.

た

り
得
る

も
の

で

は

を

い
｡

異
る

商
戟
の

下

に
､

数
個
の

螢
業
が

､

異
る

場
所
に

於
て

行
は

る

る

場
合
と

雄
も

､

一

･

括
し

て

債
権
満
足

の

物
膿
と

な

る

も
の

で

あ
■

る
｡

侍
或
南
淡
下

の

商
人
に

保
茸
を

を

し

た

る

場
合

､

･
反

動
の

事
情
な

き

限
ら
昔
時
め

d

串

邑
t

=
宮
口

南
淡
保
有
者
の

褒
め

の

保
筐
と

解
す
可

き

で

あ
る

(

夢
阜

旨
声
的
･

謡
甲

-

勺
)

｡

叉

或
南
淡
を

以
て

保
資
し

た

る

場
合

､

督
業
の

移
韓
滑
滅
に

不

拘
､

保
露
骨
時

の

商
人
の

保
鐙
溌

る

こ

と

に

何
等
の

襲
化
は

を
い

(

螢
業
譲
渡
に

由
る

債
務
移
嘩
又

は

引
受
の

問
題
は

別

と

し

て
)

‥
書

-

邑

男
∵

弊

-

監
H

く
●

空
｡

同
様
に

商
畿
を

以
て

訴
露

骨
尊
者

を

表

示

せ

る

場

今

其
後
商
戟
の

滑
減
歩
吏
移
噂
あ

る

も
訴
露

営
尊
者
の

襲
吏
を

蒸
す
こ

と
は

を

い
｡

即
ち
原
告
は

訴
熟

を

軽
起
し

怒

る

時
の

商
壊
の

保
有
者
に

し

て

被
告
亦
訴
露

骨
時
の

商
壊
保
有
者

で

あ
る

(

但
敵
骨
に

付
権
利
拘

彗
蒜
の

商
壊
保
有
者

と

な

す
判
餅
畢

慧
ら

(

夏
色

琵
払

･

澄
夢
さ

.

A
n

芦
･
串

≡

甲

-

ご
｡

訴
敵

中
商
畿
の

譲
渡
者
く
は

滑
滅
し

舟

る

場
合
は

商
壊
に

ょ

る

督
尊
者
表

示
を

氏
名
に

蓼
吏
す
可

さ

も

の

で

し

_

′

ん

ト

ト

.

ト

†

.々

山

一
.

神

妙

‥
｢

†

.

.
∵

叫

■
叫

-

ヒ
什

､

ド
て

･

､i
■

.

も

y
轟



一

1

イ

ー

サ

小

袖

､
吋

■句

丁

.

←

≠

ヽ

叫

叫

‥

り

叫

〔

斗

有
艶
藩
変
人

が

普
尊
者
に

介
入

す
る

も
の

で

は

な
い

(

冒
打

｡

i

n

苧
邑
空

噸

臣
-
Ⅰ
･

払
･

琵

竜

商

艶

の

使

用

商
戟
は

螢
業
上

の

名
稀
で

あ

つ

て
､

管
業
に

関
係
な

き

事
項
例
へ

ば

結
婚
遺
言
等
の

身
分
上
の

行
為
に

用
ふ

る

こ

と

の

無
意
味
な

る

は

勿
論

一

般
に

螢
業
外
の

関
係
に

層
墟
を

用
ふ

可

き

で

は

な

い
｡

但
英
行
烏
が

必

ず

し

も
無
数
と

を

る

に

非
る

こ

と

螢
葉
上

の

行
鳥
に

氏
名
を

用
ふ

る

も
無
数
と

な

る

に

非
る

が

如

く
で

あ

る
｡

各
場
合
に

付
別

に

判
断
す
可

き

問
題
で

あ

る
(

勺
i

賢
i

n

苧
e

誉
竜
臼
00
･

H
･

芦

N

00

ー
)

｡

訴
畝

上

席
戟
は

螢
尊
者
の

表

示

た

る

に

足

る

や
､

此

問
題
は

螢

業
に

鮪
す
る

訴
熟

煎

る

と

否
と

を

間
は

ぬ

の

で

あ
る

｡

香
濁
商
法

上

頗
る

論
季
の

あ
つ

た

所
で

あ

る

が

現
淘
商
法

は

最

高
衝
の

判
例
を

踏
襲
し

て

第
十
七

慎
二

項
に

明
文

を

設
け
身

の

で

問
題
は

を

く
な
つ

寛

我
商
法

上

は

何
等
規
定
が

を

く
､

商
壊
の

性
質
並

訴
菰

怯
の

解
渾
瓢
題
に

蹄
す
可

き

が
､

結
論
と

し

て

余
は

商
壊
は

訴
菰

普
尊
者
の

表

示

怒

る

に

妨

げ

な

き
も
の

と

解
す
る

｡

嘗
民
訴
畝

港
時
代
の

肯
い

判
例

(

喝
治
三

四

年

(

オ
)

第
七

〇

兢

判

決

錬
七

輯
大

審
七

四

頁
)

に

は

別

段
の

理

由

を
不

す
こ

と

軍

く
｢

一

個
人
ノ

南
淡

ハ

民
事
訴
菰
洪
第

一

九
〇

條
ノ

規
定
二

依
り

常
尊
者
ヲ

奉
ボ

ス

可
キ

名
蒋
卜

鳥
ス

ヲ

得
ザ

ル

モ

ノ

ト
㌧

ス

+

と
あ
ら

｡

右
は

文

理

上

梓
に

依
る

富
岳
墟
の

あ

る

繹
で

は

な
い

が
､

或
は

南
淡
の

靂
吏
し

易
く

､

譲
渡
移
噂
し

容
可

く
､
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裁
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一

橋

論

叢

第
一

巻

第
五

鰊

朗

一

人
に

七
数
個
を

有
し

得
可

く
､

壷
名
虚
名
の

如

何
な

る

も
の

に

七
も
用

望
得
る

商

警
使
用
す

る

与
と

の

不

可

挙
る

6 7 ｡

は

明
白
を

ら
(

絵
波
博
士

総
則
三

六
一

貫
)

と

訣
明
す
る

者
も
あ
る

｡

併
此

理

由
も
雁

動
的
の

も
の

で

な

い
｡

通
詮
は

反

之

積
極
詮
で

あ

る
｡

困
に

膏
民
訴
第

一

九

〇

條
は

現

行
民
訴
第
二

二

四

候
に

該
督
し

何
れ

も
｢

曹
尊
者
+

.
を

詐
欺
記

載

要
件
と

す
る

が
､

詳
細
は

準
備
章
面
に

関
す
る

一

般
の

規
定
に

後
払

作
成
す
可
き

も

の

と
す
る

｡

而

し

て
準
備
書
面
の

記

載
候
件
を

定
め

た

る

膏
民

訴
第

一

〇

五

條
は

｢

督
尊
者
及
其
法

律
上

代
理

人
ノ

氏
名

､

身
分

､

職
業

､

住
所
云

々
+

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

.

と
あ

る

紅

現

行
民
訴
第
二

四
四

條
ハ

｢

嘗
尊
者
氏
名

､

名
稀
又
ハ

商
哉
職
業
及
住

所
云

々
+

と

定
む

｡

積
極
貌
の

一

論

接
を

加
へ

溌

も
の

で

あ

ら

う
｡

尤
も
右
も
法
人
の

場
合
を

漁
想
し

溌

規
定
と
解
す

る

飴
地

が

を
い

渾
で

は

を

い

が
､

非

訴
事
件
手
績
法

第
一

四

九

條
不
動
産
登
記

法

第
三

六

條
の

用
語
と
比

較
す
れ

ば

共
同
可

成
の

相
違
の

あ
る

と
と

一

見
看

取
す
る

こ

と

を

得
る

｡

野

津

博
士

は

竹
田

博
士

を

引
用
し

て

新
民
訴
法
の

下

に

於
て

も
此

解
渾
を

襲
吏
す
可

さ

必

要
は

を

叶

(

哲
則

第
二

三

〇

貢
)

と

云

は

れ

潅

が

新
民
訴
法
の

下
に
･
於
て

は
二
一
層
張

き

理

由
を

以
て

右
廉
澤
を

固
持
す
る

必

要
あ

ら
と
す
可

き

で

は

あ

る

せ
い

か
｡

文

理

論
上

も
訴
菰

上
菅
尊
者
の

衰
示
は

何
人
が

原
告
被
告
繁

る

か

を

確
的
に

指
示
し

得
れ

ば

可

な

る

趣

旨
で

あ

る

か

ら

氏
名
に

限
定
す

可

き

別

段
の
.
理

舟

は

を
い

｡

.

兵
後
数
次

本
文

同

趣

旨
の

下

級
審
判
例

が

あ
る

｡

商
業
登
記

又

は

不

動
産
登
記
.

に

商
壊
を

用
ふ

る

こ

と

を

得
る

や
の

問
題
が

あ

る
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偶
に

登
記

内
容
が

螢
葉
上

に

関
す

る

事
項
で
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つ

て

も
登
記

は

商
戟
の

螢
葉
上
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使
用
と
い
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こ

と

は
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又
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商
行
為
に

属
せ

ざ

る

が

故
に

､

商
戟
を

以
て

す

る

不

動

産
登
記

を

許
す

可

か

ら

ず

と
.

せ

る

論
議
は

現

行
法

上

何
等
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墟

は

を
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淘
商
法
上

も
氏
名
を

以
て

登
記

す
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商
戟
を

以
て

登
記

す
る

を

禁
す

る
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定
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を
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か
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戟
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は

曹
該
法
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つ

て
､

商
壊
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質
か
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可
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を

い

と
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菰
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を
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叔
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得
る

は

勿
論
で

あ

つ

七
､

此

場
合
相
手
方

は

商
競
の

務
ま
の

何
人
ね

る
■

か

を

知
る

あ

必
要
は
.
軍
い
㌧

｡

仲

南
淡

及

商

戟

帝
に

裁
て
,



駆

→

橋

静

乾

草
→

各

界
五

汲

次
に

然
ら
ば

代
理

人

は

直
接
本
人
の

商
戟
を

用
以

て

手
形

行
魚
の

代
理

を

な

⊥

得
る

か
､

卿
併
は

之

を

有
数
と

見
る

も

如

頗
る

議
論
の

存
す

る

問
題
で

あ
る

が

滋
に

は

深
入

ら
せ

ぬ

こ

と
ゝ

す
る

(

昭

雲
年

大

審
(

オ
)

二

八

四

七

撃
民

集
十

一

番
九

旋

八

七

二

哀
)

｡

次

に

代
理

人
が

眉
己

の

商
魂
を

用
払

て

代
理

行
為
を

な

し

得
る

や
､

次
の

判
例
あ

り
｡

｢

商
戟
ナ

ル

モ

ノ

二
定
ノ

商
人
ガ

取

引
上

自
己
ヲ

指

示
セ

ソ

カ

魚
メ

使
用
ス

ル

名
稗

一

二

外

ナ

ラ

サ

レ

♪

■
使
用
者
ハ

他
人

三

代
ブ

タ

取

引
ヲ

食
ス

場
合
卜

酪
ヰ

何
其
南
淡
ヲ

使
用
シ

得
ル

モ
.
ノ

ユ

タ

テ

登
記
ノ

有
無
ハ

毒
モ

之
ニ

･
関
係
ナ

シ

萌
胎

四

十

年

四

月
二

日

大

野
民

録
十

三

韓
≡

八

九

頁
)

+

南
淡
は

商
人
の

螢
葉
上

自

己
を

表

示
す
る

食
め

に

用
ふ

る

む
の

を

れ

ば
､

代
理

の

場
合
と

雄
他
人
肛

代
つ

て
為
す
行

為
が

其
代
理

人
の

沓
葉
上

の

行
為
な

れ

ば

商
戟
を

用
ひ

得
可

く
､

然
ら

ざ
れ

ば

氏
名
を

以
て

す
可

き

で

あ

る

(

民

彗
○

忘
贋

〉

｡

後
の

場
合
若
し
商
凍
を

以
て

す
れ

ば
､

盛
業
外
に

商
戟
を

使
用
し

溌

る

こ

と

と

な

ら
不

適
常
な

ぁ

も
､

素

よ

ら
代
理

行
為
を

無
数
と

す
る

む
の

で

は

な

い
｡

■(

猪

野
博
士

日

本

霊
鰍
諭

三
九

頁
)

筆
者

彗
心

の

集
め

漁

定

原

稿
間
に

合
は

ず

南
淡

諭
の

序
祭

文
に

て

細
筆
し

た

れ

ぽ

意

を

塞

き
ゞ

る

所

貧
し

次

兢

に

は

之

が

補

遺

と

澄

ん
で

両
統

擢
の

本

質

論
に

及

び

匪
く

息

ふ
｡

一

れ

l

r

い

L
･･

_
-

や
.

中

仙

い

㌣

ト

■■

中

小

▲
.

㍉
壬

小

柄

■
ト

ド
ト

主

垂




